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住宅宿泊事業法への対応について 
 

住宅宿泊事業の宿泊実績【平成30年10-11月分】 

（住宅宿泊事業法において、住宅宿泊事業者は、届出住宅の宿泊日数等を2ヶ月毎に都道府県知 

事等に報告することとされている。） 
 

１ 報告の対象期間 

  ・平成３０年１０月１日～１１月３０日   

 

２ 届出住宅の数 （札幌市所管分を含む。）   

 

（１１月３０日時点受理件数） 

  ・報告対象 １，６２２件 

     

  （前回報告対象（９月３０日時点受理件数）から、３２６件（うち札幌市分２３７件・道分８９件）増加。） 

 

  ・報告済み １，５０６件 （札幌市１，１８２件 北海道 ３２４件） 

 

 

３ 取りまとめ結果（札幌市所管分を含む。） 

  ①営業（宿泊）日数（10～11月（61日間）に届出住宅に実際に人を宿泊させた日数の合計）   

 総 数 一住宅当たり平均日数 

(1)札幌市 
１８，６０６日  １５．７日  

（２２，８６３日） （２２．９日） 

(2)道 央（空知・石狩・後志・胆振・日高） 

 ※札幌市を除く。 

１，１３７日  ７．８日  

（１，５１６日） （１３．４日） 

(3)道 南（渡島・檜山） 
７２７日  １７．７日  

（８１４日） （２６．３日） 

(4)道 北（上川・留萌・宗谷） 
４１２日  ３．６日  

（８９９日） （１２．５日） 

(5)道 東（オホーツク・十勝・釧路・根室） 
１６２日  ６．８日  

（３５３日） （１７．７日） 

全 道 計 
２１，０４４日  １４．０日  

（２６，４４５日） （２１．４日） 

  ※（括弧）内は前回（H30年８～９月分（６１日間））の数字 

 

平成３１年１月 経済部観光局 

札幌市１，２８９件 

北海道  ３３３件（道央１４９件･道南４３件･道北１１６･道東２５件） 
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②宿泊者数（10～11月（61日間）に届出住宅に実際に宿泊した宿泊者の合計）   

 実 数 延 べ 数 

(1)札幌市 
２０，９５６人  ５７，８８０人  

（２７，９２２人） （８２，７１５人） 

(2)道 央（空知・石狩・後志・胆振・日高） 

 ※札幌市を除く。 

２，２５０人  ３，８６６人  

（３，２１１人） （５，２５０人） 

(3)道 南（渡島・檜山） 

１，３９３人  ２，４７６人  

（１，８０７人） （２，８２２人） 

(4)道 北（上川・留萌・宗谷） 
７２２人  １，４３５人  

（１，５６８人） （２，９２５人） 

(5)道 東（オホーツク・十勝・釧路・根室） 
２７５人  ４０９人  

（８９４人） （１，１８７人） 

全 道 計 

２５，５９６人  ６６，０６６人  

（３５，４０２人） （９４，８９９人） 

  ※（括弧）内は前回（H30年８～９月分（６１日間））の数字 

 

③国籍（出身地）別の宿泊者数（実数） （10～11月（61日間））  

 実   数  参考：H30年８～９月分 

(１)日 本 
（日本国内に住所を有する者） 

５，０７６人 １９．８％ (1)日 本 
８，００５人 
２２．６％ 

(２)中 国 ４，７６８人 １８．６％ (2)中 国 
６，２５４人 
１７．７％ 

(３)韓 国 ４，１１２人 １６．１％ (3)韓 国 
６，１４８人 
１７．４％ 

(４)マレーシア １，８４２人 ７．２％ 

 

(4)台 湾 
３，５３０人 
１０．０％ 

(５)シンガポール １，７５７人 ６．９％ (5)ﾏﾚｰｼｱ 
２，２６３人 
６．４％ 

(６)そ の 他 ８，０４１人 ３１．４％ (6)その他 
９，２０２人 
２５．９％ 

全 道 計 ２５，５９６人 １００．０％ 全道計 
３５，４０２人 
１００．０％ 

 

 


